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１．改正情報

主負担ともに１／１，０００ずつ引き下げるための法律案が、平成２９年１

月３１日に国会へ提出されました。

定されます。

　滞りなく成立すれば、平成２９年４月１日以降の保険料率は以下の通り改

　平成２９年４月１日以降の失業等給付の雇用保険料率を労働者負担・事業
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清酒製造の
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育児休業給付の支給期間の延長（保育所に入れない場合等　１歳６ヵ月まで⇒２歳
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本改正案は、上記雇用保険料率改定の他、次の改定事項も含まれています。
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賃金日額の上・下限度額等の引上げ　※平成２９年８月１日施行予定

まで）　※平成２９年１０月１日施行予定
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労働者負担

１日時点）となりますが、近

日中には正式に発表される見

込みです。

一般の事業 3/1000
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法律案は現在審議中（３月２
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（失業等給付の
保険料率のみ）
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倒産・解雇等により離職した者の所定給付日数の引き上げ（30～35歳未満：９０日

⇒１２０日、35～45歳未満：９０日⇒１５０日）　※平成２９年４月１日施行予定
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■ 時間外割増賃金の正しい計算方法
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■ 焼き鳥串論争

ないと思う。皆さんどう思われますか？まーどうでも良いって言

えばいいですが・・・。

らネタを外すと、穴があいて冷めるのが早くなってしまう」「ど

う食べるかは、お客様の自由です」としたうえで、「串に刺さっ

富田 鍋じゃないんだから、皆でつつくな。何でもかんでも平等てよく

わせを食べるとき串から外さないと不公平だよね。砂肝食べたか

ったのに食べられなかったり」

焼き鳥屋さん 「一口目の串先に大きめの肉を刺し、塩の量も変えている。串か

たまま食べたほうが絶対においしいですよ」と話す。

てシェアをして召し上がっているお客様が多く見受けられます。

凄く・・・悲しいです」「僕ら、一生懸命一本一本刺しているん

です！！」

お客さん 「客の自由」「店員の努力を食いに行ってるじゃない」「盛り合

出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、一の

総労働時間数で割り算した金額

　この割増賃金の計算方法は、法令により具体的に定められていますが、

月平均所定労働時間数

　では、正しい計算の基となる１時間あたりの賃金額はどのように算出し

賃金計算期間における当該賃金の総額を、その賃金算定期間における

企業は無意識のうちに間違った処理をしていることもあります。

日によって定められた賃金については、その金額を１日の所定労働時

間数で割り算した金額

月によって所定労働時間が異

す。まーどうでも良いって言えばいいですが・・・。

　数人で焼き鳥盛り合わせ（５本）頼んだら串から外して分け合い食べる、

焼き鳥屋さん

月額賃金と日額賃金を受ける場合などはそれぞれを合計した金額

今どきのシェア（ｓｈａｒｅ）ですが、焼き鳥を串から外して皿に置いたら

単なる鶏肉のソテーです。

　焼き鳥は串から外して食べる？朝日新聞からこんな論議が巷で沸いていま

「時間をかけて刺しているのに悲しいね」「焼き鳥を串から外し

３．所長コラム

なるときは１年間における１

る休日労働、深夜の時間帯に労働させる深夜労働に対し、割増賃金の支払

いを義務づけています。

２．労務管理の基礎知識
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月によって定められた賃金については、その金額を月の所定労働時間

数で割り算した金額（※１）

　労働基準法は法定労働時間を超えてさせる時間外労働、法定休日にさせ

時間によって定められた賃金については、その金額

たら良いのでしょうか？

【１時間あたりの賃金額の主な定め】


